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調 査 票 

  

１．貴社においてタクシー事業のほか、若しくはタクシー事業に関連して委託

等を受けている形態について当てはまるものを選択（☑）してください。 

（複数選択可） 

 □乗合タクシー（委託事業を含む） □路線バス（乗合バス）事業  

 □貸し切りバス事業      □コミュニティバス事業（委託事業を含む） 

 □スクールバス事業（委託事業を含む）  

□福祉送迎事業（委託事業を含む） 

 □従業員送迎事業（委託事業を含む） □お客様送迎事業（委託事業を含む） 

 □その他（                             ） 

 

２．タクシー事業における主な営業拠点の場所を記入してください。 

（複数選択可） 

 □本所（所在地：                          ） 

 □市役所・町村役場前（役所・役場名：                ） 

 □公共施設前（施設名：                       ） 

 □鉄道駅（駅名：                          ） 

 □バス停留所（停留所名：                      ） 

 □病院前（病院名：                         ） 

 □その他（具体的にお書きください：                 ） 

 

３．貴社（貴営業所）のタクシー運転手数及びタクシー保有台数を記入してく

ださい。 

   
タクシー運転手数 

タクシー車両保有台数（福祉移送

を除く） 

正社員 人 
セダン          台 

ジャンボタクシー     台 

その他          台 
嘱託、パート 人 

 

４．タクシー事業の業況についてお尋ねします。該当するものを一つずつ選択

してください。 

①タクシー事業の現状について 

 □堅調に伸びている      □安定している 

資料 No.23 
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 □やや苦しい         □とても苦しい 

 

②タクシー事業の見通しについて 

 □堅調に伸びるだろう     □安定して推移するだろう 

 □やや苦しくなるだろう    □とても苦しくなるだろう 

 □撤退や廃業を考えなくてはならないだろう 

 

５．タクシー事業の実績について記入してください。また、その他事業の実績

（スクールバス等の運行実績等）がある場合は、売上げが大きなものから二

つの実績を記入してください。（平成 27年度の実績でご記入ください。） 

事業の種類 

①タクシー事業（乗

合タクシー、運転業

務委託を除く） 

その他１ 

（事業名：   ） 

その他２ 

（事業名：   ） 

路線数    

年間輸送人員       人       人       人 

年間運行距離 ｋｍ ｋｍ ｋｍ 

年間運行回数 回 回 回 

一回当たり 

平均輸送人員 
人/回 人/回 人/回 

年間運賃収入 千円 千円 千円 

その他の収入 千円 千円 千円 

年間経常費用 千円 千円 千円 

 ※以下は、過去３年において他の自治体で補助金を受けている場合に記入し

てください。なお、受けていない場合は年度の項目に「×」と記入してく

ださい。 

年度     年度       年度       年度 

出資機関    

事業名    

補助金額 千円 千円  千円 
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６．タクシー利用者増に向けた取り組みがあれば、その取り組みの経緯や内容

を記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．民間企業や医療機関からタクシーによる従業員や患者の送迎を受託してい

る場合、その状況を記入してください。（複数ある場合は余白または任意の用

紙で回答してください。） 

委託者名 送迎の対象 運行形態 受託機関 受託費 

 

 

 

 

□従業員 

□患者 

□お客様 

□その他 

（      ） 

□定時 

□予約を受けた時 

□その他 

（       ） 

□現在受託中 

 

□過去に受託 

 

 

    千円 

 

８．他社が行っている乗合タクシー・運転業務委託について、関心を持ったこ

とはありますか。当てはまるものを一つ選択してください。 

 □とても関心を持っている     □関心を持っている 

 □あまり関心はない        □まったく関心がない 

 

９．乗合タクシー・運転業務委託についてくわしく調べたことがありますか。 

 □ある              □ない 

 

10．乗合タクシー・運転業務委託について検討したことはありますか。当ては

まるものを一つ選択してください。 

□すでに他の自治体において、運行している。 

＜→問 11、問 12へお進みください＞ 

□検討中である。＜→問 13へお進みください＞ 

 □検討したことはあるが実施には至らなかった。＜→問 14へお進みください＞ 

 □検討したことはないが、今後相談されれば検討する。＜→問 15へお進みください＞ 

 □検討したことはないし、参入するつもりはない。＜→問 16へお進みください＞ 

記入例：買い物代行サービスを行っている 等 
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 □その他（                             ） 

  ＜→問 16へお進みください＞ 

   

11．問 10で「すでに他の自治体において、運行している」と答えた方は、乗合

タクシー・運転業務委託の実施形態と参入のきっかけとなったことについて

選択してください。 

①乗合タクシー・運転業務委託の実施形態について（一つ選択） 

 □自社事業             □委託事業（委託元：      ） 

 □共同事業（共同事業者：      ） 

 □その他（             ） 

 

②参入のきっかけについて（複数選択可） 

 □地域の交通弱者に対する公共交通を提供したいという思いがあった 

 □自治体の働きかけがあった（補助金を伴うものを除く） 

 □自治体から補助金を伴った働きかけがあった 

 □商工会や商店街からの働きかけがあった（補助金や協賛金を伴うものを除く） 

 □商工会や商店街からの補助金や協賛金を伴った働きかけがあった 

 □住民グループなどからの要望が強かった 

 □自治体や地域住民などから成る地域交通についての協議体があり、地域内

で乗合タクシーへの関心が高まっていた。 

 □その他（                             ） 

 

12．乗合タクシー・運転業務委託への参入に当たって課題となったこと、その

際の課題の克服方法を記入してください。 

①参入に当たって課題となったこと（複数選択可） 

 □乗合タクシー・運転業務委託についての相談窓口を知らなかった 

 □地元自治体の協力       □商工会や商店街などの協力 

 □事業参入の費用がかかること  □運転者の確保（現状では人員が足りない） 

 □車両の確保（現状では車両が足りない） 

 □稼働率が高く、速やかな配車が困難となる時間帯がある 

  （具体的な時間をお書きください：                 ） 

 □事業継続に費用がかかること  □需要の有無 

 □自社の他事業との競合     □他の交通事業者との調整 

 □予約業務などデマンド対応に当たる人員の確保 

 □その他（                             ） 
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②課題の克服方法について 

 

 

 

 

                     ＜→問 17へお進みください＞ 

 

13．問 10で「検討中である」と答えた方は、主体となっている企業等の団体と

現在の課題として該当するものを選択し、検討の進捗状況、参入の可能性を

記入してください。 

①検討主体（一つ選択） 

 □自社単独    □自治体    □公共交通会議等の協議体 

 □商工会・商工会議所       □商店街 

 □病院など他企業との共同     □業界団体との共同 

 □地域の関係団体との共同 

 □その他（                           ） 

 

②現在課題となっていること（複数選択可） 

 □乗合タクシー・運転業務委託についての相談窓口を知らない 

 □地元自治体の協力       □商工会や商店街などの協力 

 □事業参入の費用がかかること  □運転者の確保（現状では人員が足りない） 

 □車両の確保（現状では車両が足りない） 

 □稼働率が高く、速やかな配車が困難となる時間帯がある 

  （具体的な時間をお書きください：                 ） 

 □事業継続に費用がかかること  □需要の有無 

 □自社の他事業との競合     □他の交通事業者との調整 

 □予約業務などデマンド対応に当たる人員の確保 

 □その他（                             ） 

 

③検討の進捗状況 
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④参入の可能性 

 

 

 

 

 

                     ＜→問 17へお進みください＞ 

 

14．問 10で「検討したことはあるが実施には至らなかった」と答えた方は、主

体となった企業等の団体と検討中に課題となったこととして該当するものを

選択し、実施困難となった理由を記入してください。 

①検討主体（一つ選択） 

 □自社単独    □自治体    □公共交通会議等の協議体 

 □商工会・商工会議所       □商店街 

 □病院など他企業との共同     □業界団体との共同 

 □地域の関係団体との共同 

 □その他（                           ） 

 

②検討中に課題となったこと（複数選択可） 

 □乗合タクシー・運転業務委託についての相談窓口を知らなかった 

 □地元自治体の協力       □商工会や商店街などの協力 

 □事業参入の費用がかかること  □運転者の確保（現状では人員が足りない） 

 □車両の確保（現状では車両が足りない） 

 □稼働率が高く、速やかな配車が困難となる時間帯がある 

  （具体的な時間をお書きください：                 ） 

 □事業継続に費用がかかること  □需要の有無 

 □自社の他事業との競合     □他の交通事業者との調整 

 □予約業務などデマンド対応に当たる人員の確保 

 □その他（                             ） 

 

③実施困難となった理由 

  

 

 

 

 

 

 

＜→問 17へお進みください＞ 
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15．乗合タクシー・運転業務委託に期待される効果（経営への影響・地域への

影響）に該当するものを選択してください。（複数選択可） 

①経営に対する効果 

 □事業収益の改善 □他の事業への波及効果 □余剰車両の活用 

 □人員の活用   □その他（                    ） 

 

②地域への影響 

 □病院へのアクセスの確保 □商店・商店街へのアクセスの確保 

 □通勤手段の確保     □通学手段の確保 

 □バス路線のない地域の交通手段の確保 

 □その他（                             ） 

＜→問 17へお進みください＞ 

 

16．乗合タクシー・運転業務委託への参入の課題として考えられるものを選択

してください。（複数選択可） 

 □乗合タクシー・運転業務委託についての相談窓口を知らない 

 □地元自治体の協力 

 □商工会や商店街などの協力       □事業参入の費用がかかること 

 □運転者の確保（現状では人員が足りない） 

 □車両の確保（現状では車両が足りない）  

 □稼働率が高く、速やかな配車が困難となる時間帯がある 

  （具体的な時間をお書きください：                 ） 

□事業継続に費用がかかること 

 □需要の有無              □自社の他事業との競合  

 □他の交通事業者との調整 

 □予約業務などデマンド対応に当たる人員の確保 

 □その他（                             ） 

＜→問 17へお進みください＞ 

 

17．以下のような場合、乗合タクシー・運転業務委託への参入を検討しようと

思いますか。「そう思う」と思われるものを選択してください。（複数選択可） 

 □市が積極的であれば参入を検討してもよいと思う。 

 □市が運行費用の一部を補助してくれるのであれば検討してもよいと思う。 

 □地元の商工会や商店街などが積極的であれば参入してもよいと思う。 

 □地元の商工会や商店街などが運行費用の一部を補助してくれるのであれば

検討してもよいと思う。 
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 □住民グループなどが積極的であれば参入してもよいと思う。 

 □運行するエリアに住む住民が運行費用の一部を補助してくれるのであれば

検討してもよいと思う。 

 □医療機関や福祉団体などが積極的であれば参入してもよいと思う。 

 □医療機関や福祉団体などが運行費用の一部を補助してくれるのであれば検

討してもよいと思う。 

 □その他（                             ） 

 

18．乗合タクシー・運転業務委託への参入を検討しようとする際にはどのよう

な支援が必要であると考えますか。具体的に記入してください。 

 

 

 

 

 

 

19．路線バスの廃止等も生じている中、本市では、交通空白地をカバーするた

め、市が自主運行バス３路線、ＮＰＯ法人が「生活バスよっかいち」を運

行しています。また、住民によるボランティア輸送等の取り組みが行われ

ている地域も出てきています。このような状況下、地域での移動手段の確

保のあり方について、どのように思いますか。ご意見を自由に記入してく

ださい。 
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20．貴社の名称などを記入してください。 

会社名  

 

ご担当者 

所属 役職 

氏名 電話 

FAX E-mail 

   

 

設問は以上です。ご協力ありがとうございました。 
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議員政策研究会 公共交通のあり方を考える分科会 

乗合タクシーに係る意向調査 結果 

調査対象者 

「一般社団法人三重県タクシー協会 北勢支部」所属のうち、四日市市に事業所を有す

る下記６事業者 

・名鉄四日市タクシー株式会社（以下「名鉄」と表記） 

・株式会社三交タクシー四日市営業所（以下「三交」と表記） 

・三重近鉄タクシー株式会社（以下「近鉄」と表記） 

・四日市つばめ交通株式会社（以下「つばめ」と表記） 

・勢の國交通株式会社（以下「勢の國」と表記） 

・新日之出タクシー株式会社（以下「新日之出」と表記） 

         

調査結果 

１．タクシー事業のほか、若しくはタクシー事業に関連して委託等を受けている形態につ

いて（複数選択） 

  ・乗合タクシー（委託事業を含む）     １社（近鉄） 

  ・路線バス（乗合バス）事業        ０社 

  ・貸し切りバス事業            １社（勢の國） 

  ・コミュニティバス事業（委託事業を含む） １社（三交） 

  ・スクールバス事業（委託事業を含む）   ０社 

  ・福祉送迎事業（委託事業を含む）     ０社 

  ・従業員送迎事業（委託事業を含む）    １社（三交） 

  ・お客様送迎事業（委託事業を含む）    １社（近鉄） 

  ・その他 デマンドタクシー        １社（三交） 

 

２．タクシー事業における主な営業拠点の場所（複数選択） 

  ・本所              ５社（名鉄、近鉄、つばめ、勢の國、新日之出） 

  ・営業所             １社（三交） 

  ・市役所・町村役場前       ０社 

  ・公共施設前           ０社 

  ・鉄道駅 近鉄四日市駅      ５社（名鉄、三交、近鉄、つばめ、勢の國） 

       近鉄富田駅       ３社（名鉄、三交、近鉄） 

       近鉄塩浜駅       ２社（名鉄、近鉄） 

      近鉄楠駅        １社（新日之出） 

資料 No.24 
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ＪＲ四日市駅       ３社（名鉄、つばめ、勢の國） 

       ＪＲ南四日市駅      １社（名鉄） 

       ＪＲ富田駅        １社（名鉄） 

  ・バス停留所            ０社 

  ・病院前 市立四日市病院      ４社（名鉄、三交、つばめ、勢の國） 

       三重県立総合医療センター ３社（名鉄、三交、勢の國） 

       主体会病院        １社（名鉄） 

       みたき総合病院      １社（名鉄） 

       四日市羽津医療センター  １社（名鉄） 

       富田浜病院        １社（名鉄） 

  ・その他 東芝四日市工場、イオンモール四日市北、日永カヨ―、イオン四日市尾平         

       店、天然温泉ユラックス、㈱ナルカワ、ガス充てん所（垂坂町）  

   

  ※すべての事業者が主要鉄道駅、病院、商業施設など、集客力のある場所を営業拠点

としている 

  

３．タクシー運転手数及びタクシー保有台数        

  運転手数（人） 

 名 鉄 三 交 近 鉄 つばめ 勢の國 新日之出 

正社員 106 23 51 30 １ ２ 

嘱託、パート 94 46 １ ８ 38 １ 

 

  車両保有台数（台）※福祉移送を除く 

   名 鉄 三 交 近 鉄 つばめ 勢の國 新日之出 

セダン 156 56 44 31 23 ４ 

ジャンボタクシー ３ １ ０ ０ ０ ０ 

 

４．タクシー事業の業況について 

  ①タクシー事業の現状について 

  ・堅調に伸びている            ０社 

  ・安定している              ０社 

  ・やや苦しい               ３社（名鉄、つばめ、勢の國） 

  ・とても苦しい              ３社（三交、近鉄、新日之出） 

  

  ②タクシー事業の見通しについて 

  ・堅調に伸びるだろう           ０社 
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  ・安定して推移するだろう         ０社 

  ・やや苦しくなるだろう          ３社（名鉄、つばめ、勢の國） 

  ・とても苦しくなるだろう         ２社（三交、近鉄） 

  ・撤退や廃業を考えなくてはならないだろう １社（新日之出） 

   

  ※すべての事業者が現状・今後ともに困難な業況にあると考えている 

  

６．タクシー利用者増に向けた取り組みについて 

  ・70歳以上の高齢者割引（名鉄） 

・便利タクシー（病院の受付等、買い物代行、忘れ物の配達など）（近鉄） 

  ・高齢者割引（リピーターには月次に抽選によりプレゼント提供）（勢の國） 

・天候が雨模様時にビニル傘（オリジナル）の無料貸出サービス（勢の國） 

・選んで乗ってもらえるタクシーを目指し、車両もサービスもワンランク上のプライ 

ムタクシー取組中（勢の國） 

   

  ※複数の事業者にて、高齢者向けのサービスや独自に創意工夫したサービスの提供を

行っている 

 

７．民間企業や医療機関からのタクシーによる従業員や患者の送迎受託状況について 

  ・三重大学より患者の送迎を受託している（運行は予約があった場合に限る）（三交） 

  

  ※１社のみ大学病院からの事業受託を行っている 

 

８．他社が行っている乗合タクシー・運転業務委託への関心について 

  ・とても関心を持っている     ３社（近鉄、つばめ、勢の國） 

  ・関心を持っている        １社（名鉄） 

  ・あまり関心はない        １社（三交） 

  ・まったく関心がない       ０社 

  ・無回答             １社（新日之出） 

   

  ※半数以上の事業者が他社の乗合タクシー・運転業務委託事業への関心を持っている 

   

９．乗合タクシー・運転業務委託に関する自社での調査の有無について 

  ・ある              ３社（名鉄、近鉄、つばめ）      

  ・ない              ３社（三交、勢の國、新日之出） 
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 ※半数の事業者が乗合タクシー・運転業務委託事業に関する独自調査を行っている 

 

10．乗合タクシー・運転業務委託の検討について 

 ・すでに他の自治体において、運行している     ２社（三交、近鉄） 

 ・検討中である                  ０社 

 ・検討したことはあるが実施には至らなかった    ２社（つばめ、勢の國） 

 ・検討したことはないが、今後相談されれば検討する １社（名鉄） 

 ・検討したことはないし、参入するつもりはない   １社（新日之出） 

 

（問 11、12 は問 10 にて「すでに他の自治体において、運行している」と答えた事業者か

らの回答） 

11．乗合タクシー・運転業務委託の実施形態と参入のきっかけについて 

①乗合タクシー・運転業務委託の実施形態 

 ・自社事業                    ０社 

・委託事業（委託元：松阪市）           １社（三交） 

      （委託先：志摩市）           １社（近鉄） 

  ・共同事業（共同事業者：      ）      ０社 

  

②参入のきっかけ（複数選択可） 

  ・地域の交通弱者に対する公共交通を提供したいという思いがあった  １社（近鉄） 

  ・自治体の働きかけがあった（補助金を伴うものを除く）       １社（三交） 

  ・自治体から補助金を伴った働きかけがあった            ０社 

  ・商工会や商店街からの働きかけがあった（補助金や協賛金を伴うものを除く）０社 

  ・商工会や商店街からの補助金や協賛金を伴った働きかけがあった   ０社 

  ・住民グループなどからの要望が強かった              ０社 

  ・自治体や地域住民などから成る地域交通についての協議体があり、地域内で 

乗合タクシーへの関心が高まっていた               ０社 

   

 ※すでに参入している２社ともに自治体からの受託事業であり、地域への交通手段の提

供を目的としている 

 

12．乗合タクシー・運転業務委託への参入に当たっての課題及びその克服方法について 

①参入に当たっての課題（複数選択可） 

  ・乗合タクシー・運転業務委託についての相談窓口を知らなかった ０社 

  ・地元自治体の協力                      ０社 

・商工会や商店街などの協力                  ０社 
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  ・事業参入の費用がかかること                ０社 

・運転者の確保（現状では人員が足りない）          ２社（三交、近鉄） 

  ・車両の確保（現状では車両が足りない）           ２社（三交、近鉄） 

  ・稼働率が高く、速やかな配車が困難となる時間帯がある    ０社 

  ・事業継続に費用がかかること                ０社 

・需要の有無                        １社（三交） 

  ・自社の他事業との競合                   ０社 

・他の交通事業者との調整                  １社（三交） 

  ・予約業務などデマンド対応に当たる人員の確保        １社（近鉄） 

  

②課題の克服方法（自由記述） 

 ・人員募集の強化を行った（近鉄） 

 

 ※参入にあたっては、２社ともに人員及び車両不足を課題としており、１社は人員強化

を図っている。また、需要や他の交通事業者との調整も課題としている 

 

（問 14 は問 10 にて「検討したことはあるが実施には至らなかった」と答えた事業者から

の回答） 

14．主体となった企業等の団体、検討中の課題、実施困難となった理由について 

①検討主体（一つ選択） 

  ・自社単独             ２社（つばめ、勢の國） 

・自治体              ０社 

・公共交通会議等の協議体      ０社 

 ・商工会・商工会議所        ０社       

・商店街              ０社 

  ・病院など他企業との共同      ０社    

・業界団体との共同         ０社 

  ・地域の関係団体との共同      ０社 

  

②検討中の課題（複数選択可） 

 ・乗合タクシー・運転業務委託についての相談窓口を知らなかった １社（勢の國） 

 ・地元自治体の協力                      ０社 

・商工会や商店街などの協力                  ０社 

  ・事業参入の費用がかかること                 １社（つばめ） 

・運転者の確保（現状では人員が足りない）           １社（つばめ） 

  ・車両の確保（現状では車両が足りない）            １社（つばめ） 
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  ・稼働率が高く、速やかな配車が困難となる時間帯がある     ０社 

  ・事業継続に費用がかかること                 ０社 

・需要の有無                         １社（勢の國） 

 ・自社の他事業との競合                    ０社  

・他の交通事業者との調整                   ０社 

 ・予約業務などデマンド対応に当たる人員の確保         １社（勢の國） 

  

③実施困難となった理由（自由記述） 

  ・公共交通アクセスに多少難があり、住民の多くが高齢化し老夫婦のみになっている

団地には、通院、買物等の需要があるはずと考え手段を模索検討しましたが、採算性

の問題と乗合という形態にプライバシーの問題の有無が挙げられたことによる。（勢の

國） 

・ライドシェア（白タク）が進むのではないかという危機感。（勢の國） 

 

※検討を行った２社ともに自社単独で事業を実施しようとするものであったが、人員及

び車両不足、採算性のほか、乗客のプライバシーなどが課題となり、実施に至っていな

い 

 

（問 15 は問 10 にて「検討したことはないが、今後相談されれば検討する」と答えた事業

者からの回答） 

15．乗合タクシー・運転業務委託に期待される効果（経営への影響・地域への影響）につ

いて（複数選択可） 

①経営に対する効果 

  ・事業収益の改善           ２社（名鉄、つばめ※） 

・他の事業への波及効果        ０社 

・余剰車両の活用           ０社 

  ・人員の活用             ０社 

 

②地域への影響 

  ・病院へのアクセスの確保       １社（名鉄） 

・商店・商店街へのアクセスの確保   １社（名鉄） 

  ・通勤手段の確保           １社（名鉄） 

・通学手段の確保           １社（名鉄） 

  ・バス路線のない地域の交通手段の確保 ２社（名鉄、つばめ※） 

 

※つばめについては、当設問の回答対象ではないが、乗合タクシー・運転業務委託に期
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待される効果について回答があったため掲載 

 

※検討にあたっては、参入による事業収益の改善や地域への好影響が期待されている 

 

（問 16 は問 10 にて「検討したことはないし、参入するつもりはない」と答えた事業者か

らの回答） 

16．乗合タクシー・運転業務委託参入への課題について（複数選択可） 

  ・乗合タクシー・運転業務委託についての相談窓口を知らない ０社 

 ・地元自治体の協力                    ０社 

 ・商工会や商店街などの協力                ０社 

・事業参入の費用がかかること               １社（新日之出） 

  ・運転者の確保（現状では人員が足りない）         １社（新日之出） 

  ・車両の確保（現状では車両が足りない）          １社（新日之出） 

  ・稼働率が高く、速やかな配車が困難となる時間帯がある      １社（名鉄※） 

（具体的な時間帯：９～11時台）                

  ・事業継続に費用がかかること               １社（新日之出） 

  ・需要の有無                       １社（名鉄※） 

・自社の他事業との競合                  ０社 

  ・他の交通事業者との調整                 ０社 

  ・予約業務などデマンド対応に当たる人員の確保       １社（新日之出） 

 

 ※名鉄については、当設問の回答対象ではないが、乗合タクシー・運転業務委託参入へ

の課題について回答があったため掲載 

 

 ※参入にあたっては、人員及び車両不足、採算性が課題となっている。また。配車困 

  難な時間帯があることも課題となっている 

 

17．乗合タクシー・運転業務委託参入への検討について（「そう思う」と思われるものを選

択（複数選択可）） 

  ・市が積極的であれば参入を検討してもよいと思う      ２社（名鉄、勢の國） 

  ・市が運行費用の一部を補助してくれるのであれば検討してもよいと思う ４社 

（近鉄、つばめ、勢の國、新日之出） 

  ・地元の商工会や商店街などが積極的であれば参入してもよいと思う   ２社 

（名鉄、勢の國） 

  ・地元の商工会や商店街などが運行費用の一部を補助してくれるのであれば 

検討してもよいと思う                      １社（勢の
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國） 

  ・住民グループなどが積極的であれば参入してもよいと思う   ２社（名鉄、勢の國） 

  ・運行するエリアに住む住民が運行費用の一部を補助してくれるのであれば 

検討してもよいと思う                   ０社 

  ・医療機関や福祉団体などが積極的であれば参入してもよいと思う １社（名鉄） 

  ・医療機関や福祉団体などが運行費用の一部を補助してくれるのであれば 

検討してもよいと思う                   ０社 

 ・その他 運行費用は全額補助が前提･･･赤字事業はできない（三交） 

 

 ※市や地域による運行費補助により、採算性を確保できれば参入への検討を可能とする

事業者が多い。また、参入にあたっては、市や地域による積極的な働きかけも期待され

ている 

 

18．乗合タクシー・運転業務委託への参入に必要な支援について（自由記述） 

 ・タクシー乗務員の給与体系は歩合が主のため、乗合で乗車するお客様から頂戴する

運賃の合計が、同経路でタクシーを利用した場合の運賃より低額になる場合は、自

治体他関係する機関・団体から運行経費の差額補填を頂くことが必要。（名鉄） 

・長期契約（３年～５年）（三交） 

・運行費補助（三交） 

・行政による運賃負担が必要と考えます。（近鉄） 

  ・事例集による明確な採算性の示し。（勢の國） 

・行政の運行エリア住民への積極的な説明（勢の國） 

・営業開始までの許可申請等（勢の國） 

   

※運行費の補助を求める声が多く、採算性確保のための支援が求められている 

 

19．生活バスよっかいちの運行や住民によるボランティア輸送等の取り組みが行われる中

での、地域での移動手段の確保のあり方について（自由記述） 

  ・路線通り走らなければならないバスと比べると、予約制で、必要な時に必要な区間

だけ走る区域運行の乗合タクシーは効率も良く、小回りが利く分、バスよりも細か

い停留所設定も可能で、高齢者などの交通弱者には利便性の良いサービスだと思い

ます。但し、あくまで停留所間の輸送に限定することが必要で、ドアツードアの運

行は既存のタクシー会社の営業に支障を生ずると考えます。（名鉄） 

・この北勢圏は、元々そこそこのタクシー需要が見込まれる地域であるため、市街地

の中の交通空白地帯の輸送には即対応できても、遠距離で迎えに時間の掛かる郊外

地帯は、朝・夕の繁忙時間帯は特に、対応が難しいと思われます。（名鉄） 
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  ・住民によるボランティア輸送は、タクシーやバスへの影響が考えられる。また運転

者も高齢者が予想されるので、好ましくないと考える。また、事故等の責任の所在

が明白化できるよう、運行は旅客運送事業者が担うべきである。ボランティア輸送

だと運転者個人の責任となる。（安全・安心が担保されない）（三交） 

 ・タクシーも公共交通機関として地域の移動手段の役割を担う必要がある。しかし、

乗務員歩合制賃金のため、行政による運賃負担がないとお客様は増えないと考える。

（近鉄） 

  ・高齢社会・人口減少社会となった今、買物や通院など人は移動を使わない限り生活

が維持出来なくなっている。他方マイカー依存が進み、公共交通は存続が厳しく撤

退も進む中、今後安全性の問題も含めマイカーが使えなくなる高齢者の足が危機に

なる。タクシーはいわば究極のオンデマンド交通であり、既存の事業者が行なうこ

とにより財政投資も少なく行政の補助制度があれば利用者も事業者も永続的に移動

手段を確保提供可能（勢の國） 
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○四日市市市民自主運行バス事業補助金交付要綱  

平成１５年３月２５日告示第９５号 

（目的） 

第１条 この要綱は、市民が主体となって運行するバス事業に対し補助金を交付する

ことにより、バス運行の維持を図り、もって地域住民の利便性と福祉の向上に資す

ることを目的とする。 

（一部改正〔平成１６年告示７６号〕） 

（補助対象事業） 

第２条 補助対象となる市民自主運行バス事業は、次の各号に掲げる要件を満たすも

のとする。 

(1) 市民団体等が運営主体となり運行する乗り合いバス事業  

(2) 一定の受益者負担を求め、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）の許可を

得て運営される事業 

(3) 公共交通の空白地域の市民の生活交通手段確保の目的で行われる事業で、市長

が公益上必要と認めた事業 

（一部改正〔平成１６年告示７６号〕） 

（補助金の額） 

第３条 補助金の額は、予算の範囲内で、別表に定める補助基準額と運行経費の２分

の１とを比較して少ない方の額とする。ただし、算出された額に１,０００円未満の

端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。  

（交付の申請） 

第４条 事業主体として補助金の交付を受けようとする者は、市民自主運行バス事業

補助金交付申請書（第１号様式）に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しな

ければならない。 

(1) 乗り合いバス事業の運行目的、運行計画等を記載した書類 

(2) 乗り合いバス事業の経費の内訳等を記載した書類  

(3) 運営団体の活動目的、内容等を記載した書類  

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類  

（一部改正〔平成１６年告示７６号〕） 

（交付の決定） 

第５条 市長は、補助金の交付の申請があった場合において、当該申請に係る書類等

の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金を交付すべきであると認めたと

資料№２ 

資料 No.25 
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きは、予算の範囲内において、速やかに交付の決定をし、市民自主運行バス補助金

交付決定通知書（第２号様式）により前条の申請者に対して通知するものとする。  

２ 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成す

るために必要があると認めたときは、条件を付することができる。  

（一部改正〔平成１６年告示７６号〕） 

（申請の取下げ） 

第６条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知に係る補助金の交付の決定の

内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から１５日

以内に申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の

決定は、なかったものとみなす。 

（計画の変更） 

第７条 第５条第１項の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」

という。）が補助金の交付決定通知を受けた後において補助事業の計画の変更（軽

微な変更を除く。）をしようとする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しよ

うとする場合は、直ちに市長に市民自主運行バス事業補助金変更承認申請書（第３

号様式）を提出し承認を受けなければならない。  

２ 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認

められる場合であって、補助対象経費全体及び各費目における２０パーセント以内

の変更をいう。 

（一部改正〔平成１６年告示７６号・２５年１５０号〕）  

（変更決定） 

第８条 市長は、前条の規定による補助事業の計画変更承認の申請があったときは、

変更内容を審査し、変更を承認したときは、市民自主運行バス事業補助金変更決定

通知書（第４号様式）により補助事業者に通知するものとする。  

（一部改正〔平成１６年告示７６号〕） 

（実績報告） 

第９条 補助事業者は、各四半期の終了後、次条第１項に定める請求書の提出に併せ

て運行実績書（第５号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 補助事業者は、前項に定める運行実績書のほか、第４四半期の終了後に市民自主

運行バス事業補助金実績報告書（第６号様式。以下「実績報告書」という。）及び

年間の運行実績を提出しなければならない。  
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（全部改正〔平成１６年告示７６号〕） 

（補助金の一部請求及び交付） 

第１０条 補助事業者は、第１四半期から第３四半期までの各四半期の終了後、翌月

末日までに、請求書（第７号様式）により交付決定額の４分の１の額を市長に請求

しなければならない。 

２ 市長は、前項の請求書に基づき補助金を交付するものとする。  

（一部改正〔平成１７年告示４９号〕） 

（額の確定及び精算） 

第１１条 市長は、実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認め

たときは交付すべき補助金の額を確定し、市民自主運行バス事業補助金額確定通知

書（第８号様式）により補助事業者に通知するものとする。  

２ 補助事業者は、前項の額の確定通知書に基づき、補助すべき額が第１四半期から

第３四半期までの合計より多い場合は、速やかに補助金の残額を市長に請求しなけ

ればならない。この場合において、市長は、請求書に基づき補助金を交付するもの

とする。 

３ 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、第１四半

期から第３四半期までの補助の額を超える補助金が交付されているときは、期限を

定めてその返還を命ずるものとする。 

（一部改正〔平成１６年告示７６号・１７年４９号〕）  

（補助事業の遂行） 

第１２条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容及びこれに付された条件に従い、

善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。  

（状況報告） 

第１３条 市長は、補助事業を適切に執行させるため、必要に応じ、補助事業者に補

助事業の執行の状況報告を求め、又は必要な指示をすることができる。 

（是正のための措置） 

第１４条 市長は、状況報告書の提出があった場合において、当該補助事業の成果が

補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、こ

れに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に命ずることができ

る。 

２ 前条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業について準用する。  

（一部改正〔平成１６年告示７６号〕） 
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（決定の取消し） 

第１５条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補

助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) この要綱又は補助金の交付の決定をするときに付した条件又は市長の指示に

違反したとき。 

(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。  

(3) 補助事業を中止又は廃止したとき。 

(4) 補助事業に関する申請、報告又は施行等について不正な行為があったとき。  

(5) その他補助金の使用が不適当と認めたとき。  

（一部改正〔平成１６年告示７６号〕） 

（補助金の返還） 

第１６条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、

当該取り消した部分に係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めてその

返還を命ずるものとする。 

（全部改正〔平成１６年告示７６号〕） 

（事情変更による決定の取消し等） 

第１７条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をした場合において、その

後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若し

くは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更するこ

とができる。ただし、交付決定後既に経過した期間に係る部分については、この限

りでない。 

（一部改正〔平成１６年告示７６号〕） 

（理由の提示） 

第１８条 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は補助事業の是正のための措置の

命令をするときは、当該補助事業者に対してその理由を示すものとする。  

（一部改正〔平成１６年告示７６号〕） 

（検査） 

第１９条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者の報告

に基づき、帳簿等関係書類及び物件、施設等を検査することができる。  

（補助金の評価） 

第２０条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果につい

て十分に検証するものとする。 

-135-



２ 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その

他の適切な措置を講じるものとする。 

（追加〔平成２５年告示１５０号〕） 

（補則） 

第２１条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

（一部改正〔平成１７年告示４９号・２５年１５０号〕）  

附 則 

１ この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。  

（有効期限） 

２ この要綱は、平成３１年３月３１日限り、その効力を失う。 

（一部改正〔平成２８年告示１７６号〕） 

附 則（平成１６年３月１２日告示第７６号）  

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の四日市市市民自主運行バス事業補助金交付要綱の規定は、

平成１６年度分に係る補助金の交付について適用し、平成１５年度分に係る補助金

の交付については、なお従前の例による。 

附 則（平成１７年２月２日告示第４９号） 

この要綱は、平成１７年２月７日から施行する。  

附 則（平成２５年３月２９日告示第１５０号）  

この要綱は、告示の日から施行する。 

附 則（平成２６年３月３１日告示第１３６号）  

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。  

附 則（平成２７年３月３１日告示第１５１号） 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。  

附 則（平成２８年３月３１日告示第１７６号） 

この要綱は、平成２８年３月３１日から施行する。 
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別表（第３条関係） 

補助基準額 月額５００,０００円 

運行経費 バスの運行経費 
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